
                                    

 

                                                                             

                                                                     

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 特別支援学級担任は，校内の教育支援体制の整備に当たって，担当

する障害種に関する教育について最も知識のある専門家として助言を行

います。 

◇気付きと理解 

通常の学級の担任・教科担任は，自身の学級に教育上特別の支

援を必要とする児童等がいることを常に想定し，学校組織を活用

し，児童等のつまずきの早期発見に努めるとともに行動の背景を

正しく理解するようにします。 

◇個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用・管理 

通常の学級の担任は，特別支援教育コーディネーターと連携し

て，教育上特別の支援を必要とする児童等の個別の教育支援計

画及び個別の指導計画作成の中心を担い，適切な指導や必要

な支援に生かします。 

◇通常の学級の担任・教科担任による支援，指導の実際 

通常の学級において，教育上特別の支援を必要とする児童等に

対して適切な指導や必要な支援をするとともに，温かい学級経

営及び分かりやすい授業を心がけます。 

◇通常の学級の担任・教科担任を支える仕組み  

通常の学級の担任・教科担任は，教育上特別の支援を必要とす

る児童等への適切な指導や必要な支援を行うために，校内外の

様々な人材や組織を活用します。 

◇保護者との協働 

通常の学級の担任は，保護者が児童等の教育に対する第一義

的に責任を有する者であることを意識し，保護者と協働して，支

援を行います。 

◇交流及び共同学習の推進  

通常の学級の担任は，障害のある児童等と障害のない児童等と

の交流及び共同学習を積極的に検討します。 

幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校及び中等教育学校に

おいては，次項各号のいずれかに該当する幼児，児童及び生徒その他教育

上特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対し，文部科学大臣の定

めるところにより，障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教

育を行うものとする。（学校教育法第８１条第１項） 

これは必ずしも，医師による障害の診断がないと特別支援教育を行えないというもの

ではなく，児童等の教育的ニーズを踏まえ，後述の校内委員会等により｢障害による困

難がある｣と判断された児童等に対しては，適切な指導や必要な支援を行う必要があ

ります。 

◇特別支援教育を柱とした学校経営 

  校長（園長を含む。以下同じ。）は，特別支援教育実施の責任者とし

て，自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めるとともに，リー

ダーシップを発揮しつつ，学校経営の柱の一つとして，特別支援教

育の充実に向けた学校内での教育支援体制の整備を推進します。 

 

◇特別支援教育コーディネーターの指名と校務分掌への位置付け 

校長は，学校内の関係者及び関係機関との連携調整並びに保護

者の連絡窓口となる特別支援教育のコーディネーターの役割を担う

者を指名し，校務分掌に位置付けて特別支援教育を推進します。 

 

◇教職員の理解推進と専門性の向上 

校長は，学校内での研修を実施したり，教職員を学校外での研修に参加さ

せたりすることにより，専門性の向上に努めます。  

 

◇保護者との連携の推進  

校長は，各学校それぞれの実態に応じて，全ての保護者に対して，特

別支援教育に関する理解を図るとともに，保護者と協働で支援を行

う体制を作ります。 

 

◇個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成と活用・管理   

校長は，個別の教育支援計画等を活用し，教育上特別の支援を必要とする

児童等の支援内容を進学先へ適切に引き継ぎます。 

 

◇学校内の関係者や関係機関との連絡調整 

特別支援教育コーディネーターは，学校内の関係者や教育，医療，保健，福

祉，労働等の関係機関との連絡調整，保護者との関係づくりを推進します。 

◇各学級担任への支援 

特別支援教育コーディネーターは，各学級担任からの相談に応じ，助言又は援

助等の支援を行います。 

◇巡回相談員や専門家チームとの連携 

特別支援教育コーディネーターは，巡回相談員及び専門家チームとの連携を

図ります。連携に基づいて，個別の教育支援計画等や支援内容の改善につな

げていきます。 

◇学校内の児童等の実態把握と情報収集の推進 

特別支援教育コーディネーターは，学校内の児童等の実態を把握するための

校内体制構築や，研修の実施を推進します。 

特別支援コーディネーターの役割 

 

 

令和３年６月（文部科学省）から抜粋 

平成２９年３月（文部科学省）から抜粋 

校長の役割 
 

通常学級の担任・教科担任の役割 

 

特別支援学級担任の役割 

 

◇養護教諭は，各学校の特別支援教育の校内体制の中で，児童等の心

身の健康課題を把握し，児童等への指導及び保護者への助言を行うな

ど，重要な役割を担います。 

養護教諭の役割 

 

チームとして学校全体で取り組むことが大切です！ 

◇ 通級担当教員は，校内の教育支援体制の整備に当たって、専門的な見地

から助言を行います。 

 

通級担当教員の役割 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494470322/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VhcnRoLnB1YmxpY2RvbWFpbnEubmV0LzIwMTYxMi8xN28vcHVibGljZG9tYWlucS0wMDAzODgwdnFibGVpLnBuZw--/RS=%5eADBHKzXDwDTHiJE0T73hdc6aOBlJNY-;_ylt=A2RCL68yfRJZhzUArx2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1494470377/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b2t1c2hpbWEtZWMuZWQuanAvJUU3JTg5JUI5JUU1JTg4JUE1JUU2JTk0JUFGJUU2JThGJUI0LyVFNyU4OSVCOSVFNSU4OCVBNSVFNiU5NCVBRiVFNiU4RiVCNCVFMyU4MSVBRSVFOSU5NiVBMiVFNCVCRiU4MiVFNiVBOSU5RiVFOSU5NiVBMi8_YWN0aW9uPWNvbW1vbl9kb3dubG9hZF9tYWluJnVwbG9hZF9pZD0xMDc-/RS=%5eADBumQEi36PoXDC8ReOhTnU9duf8pU-;_ylt=A2RCMY9ofRJZeWQA2B.U3uV7


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容の共通理解と定期的な評価 

 

 校長は，児童等の状態や支援内容の評価を踏まえて，必要な見直し

を行います。見直しに当たっては，児童等の成長の状態や，家庭にお

ける状況の変化等，保護者からの意見も参考にすることが大切です。 

 校長は，校内委員会で支援の対象となった児童等の支援内容につ

いて，定期的に校内委員会に報告させるとともに，学校内の教職員に

共通理解を図ります。そして，学期ごと等，定期的に外部の専門家等

の助言も活用しつつ，評価を行います。 

○児童等の障害による学習上又は生活上の困難の状態及び教

育的ニーズの把握。 

○教育上特別の支援を必要とする児童等に対する支援内容の検

討。 

（個別の教育支援計画等の作成・活用及び合理的配慮の提供を

含む。） 

○教育上特別の支援を必要とする児童等の状態や支援内容の

評価。 

○障害による困難やそれに対する支援内容に関する判断※１を，

専門家チームに求めるかどうかの検討。 

○特別支援教育に関する校内研修計画の企画・立案。 

○教育上特別の支援を必要とする児童等を早期に発見するため

の仕組み※２作り。 

○必要に応じて，教育上特別の支援を必要とする児童等の具体

的な支援内容を検討するためのケース会議を開催。 

○その他，特別支援教育の体制整備に必要な役割。 

※1 障害の有無の判断を校内委員会や教員が行うものではないことに十分留

意する必要があります。 

※２ 各学校に在籍する児童等は，特別支援学校と異なり，全ての児童等が障害

による学習上又は生活上の困難があるわけではないため，各学校における校

内委員会の役割として，障害による困難のある児童等を早期に支援する仕組

み（早期に気付くための教員の研修の実施，判断の参考となるツールの活

用，保護者からの相談体制（合理的配慮の提供プロセスも含む），前の在籍

校等からの支援内容の適切な引継ぎ体制等）を作ることが重要です。 

 校長のリーダーシップの下、全校的な教育支援体制を確立し、教育上

特別の支援を必要とする児童等の実態把握や支援内容の検討等を行

うため、特別支援教育に関する委員会（校内委員会）を設置します。 

特別支援教育に関する校内委員会の役割 

校内委員会の役割の明確化と支援までの手順の確認 

就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、それぞれの児童生

徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に転学できることを、す

べての関係者の共通理解とすることが重要である。 

「多様な学びの場」とは、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別

支援学校といった学びの場のことを示しています。 

インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求すると

ともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加

を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき

る、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要です。 

校内委員会の設置と運営 

 校内委員会を設置するに当たっては、独立した委員会として新規

に設置したり、既存の学校内組織（生徒指導部会等）に校内委員

会の機能を持たせたりするなどの方法があります。それぞれ利点が

あり，各学校の実情を踏まえて設置することが大切です。 

また，校内委員会の構成員としては，例えば，管理職，特別支援教

育コーディネーター，主幹教諭，指導教諭，通級担当教員，特別支

援学級担任，養護教諭，対象の児童等の学級担任，学年主任等

が考えられます。大切なことは，各学校の規模や実情に応じて，学

校としての方針を決め，教育支援体制を作るために必要な者を校

長が判断した上で，構成員とすることです。 

校内委員会の組織及び構成 

支援内容の共通理解と定期的な評価 

評価結果や保護者の意見を踏まえた支援内容の見直し 

多様な学びの場 

固定しない「学びの場」 

日本の義務教育段階の多様な学びの連続性 

 

自宅・病院における訪問学級 

特別支援学校 

特別支援学級 

通級による指導 

専門スタッフを配置して通常学級 

専門家の助言を受けながら通常学級 

ほとんどの問題を通常学級 

特別支援教育推進の核となるの

は校内委員会です。 
今一度、確認しましょう。 

※「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」（中央教育審議会 平成 24年 7月）引用 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      令和６年度版  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援体制 内    容 

 

※担任（教科担任）が

学級の中で配慮や支

援を行う。 

・障害の程度や状態の把握（児童理解） 

・個への配慮 

（教科書の使い方・プリントの工夫・座席の工夫 

・板書の工夫や写真等の活用・教材・教具の工夫 

・約束を取り決めて、実行。評価を行う。 

・ICTの活用 

・UDの工夫 

・学級経営（集団づくり）の工夫 

 

※職員が協力体制で

行う。 

・対象児童生徒の対応を図る 

（教室から抜け出した時フォローする役目等） 

・学習指導等で共同学習を行う 

・ティームティーチングを行う 

・児童生徒の問題行動時（緊急時）の対応 

※個別の指導 

 

「特別支援教育支援員

の配置」 

「学習支援員の活用」」 

「通級指導教室」 

「特別支援学級」 

・専門家チーム及び巡回相談員、専門家等から適切なアドバ

イスを得ながら支援に当たる。 

・個別の支援計画・指導計画に沿って指導に当たる。 

・特別支援教育支援員に協力を得ながら支援に当たる。 

・学習支援員と連携を密にし支援に当たる。 

・通級指導教室で、個の教育的ニーズに応じた指導に当たる。 

・特別支援学級で、個の教育的ニーズに応じた指導に当たる。 

 

※巡回相談等の活用 

※福祉機関の活用 

※医療機関の活用 

※特別支援学校の活用 

 

・専門家チーム及び巡回相談員、専門家等から適切なアドバ

イスを得ながら支援に当たる。 

・放課後、児童デイサービス等の活用を図り家庭への支援を

考える。 

・服薬や定期的に療養を受けている場合はその療養（医療）

機関と情報共有する。 

・特別支援学校から特別支援教育のノウハウについてアドバ

イスをもらう。 

 

学級担任の気づき 

多様な学びの場での指導 

（通級指導教室・支援学級・支援学校等） 

ケース会議 

 関係機関

（医療・福

祉・専門家

チーム等） 

引き継ぎ 

個別の指導計画等 

（保護者の了解） 

校種間連携 校種間連携 

評 価 

 

【特別支援教育支援員の配置について】 

◇基本的には身辺自立に支援を要する児童生徒が対象となります。 

◇個別の教育支援計画・指導計画を作成して支援を行う。 

◇校内委員会による全校体制で取り組みを行う。 

◇小学４年生までを基本とし、支援がなくても児童生徒が「自立」できるよう

計画的・系統的な支援を行う。 

 

・通級による指導とは、小・中学校の通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部障害の状態に応じて、特別な指導を特別な指導の場で行う教育

の形態です。自立活動を取り入れ、一人一人の児童生徒の状態に応じて

具体的な目標や内容を定めて指導します。障害種別により 1３名以上で

設置申請ができ、最大で週 8時間程度の指導を受けることができます

（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由。病弱・虚弱、言語障害、情緒障害、学

習障害、ADHD、自閉症が対象） 

通級指導教室の指導 

小・中学校の特別支援学級では、子供一人一人の障害を正しく理解すると

ともに、個別の教育的ニーズを把握し、少人数による適切な指導や必要な

支援が行われています。子供の障害の状態や特性などに応じて、特別支援

学校の教育課程を参考にして、弾力的な教育課程を編成し指導や支援を

行っています。通常の学級の子供たちと各教科や学級活動、学校行事など

をともに行う「交流及び共同学習」など、相互の密接な連携のもとに指導

が行われています。学級の定数は最大 8名までとなっています。（視覚障

害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由。病弱・虚弱、言語障害、情緒・自閉

障害が対象） 

特別支援学級の指導 

特別支援学校には「視覚障害」「聴覚障害」「知的障害」「肢体不自由」「病

弱・身体虚弱」の学校があります。子どもの生きる力を育むことを目指し、自立

し社会参加するための豊かな教育内容・方法を工夫したきめ細やかな指導が

行われます。 

小中の通常の学級に在籍している障害や特性のある子どもについては、一

人ひとりのニーズに応じて指導内容を工夫することとされています。学習指導

要領解説（平成 29年 6月）においても個々の子どもの学習活動を行う場

合に生じる困難さが異なることに留意し、個々の児童生徒の困難さに応じた

指導内容や指導方法を工夫することを各教科において示しています。 

特別支援学校の指導 

通常学級の指導 

学びの場の内容 校内支援の流れ 特別支援教育における校内の具体的支援体制 

保護者の気づき 

学年会等で協議 校内支援が必要 

学級・学年で配慮・指導 
コーディネーター 

（相談・調整） 

巡回相談員・巡回アドバイザー・専門家チーム等 

校内支援 

・校内体制整備 

・ティームティーチング 

・少人数指導 

・校内通級   等 

支援体制 

 

校内委員会 

委員会協議（１） 

実態把握・判断 

対応策の検討 

 

委員会協議２ 

専門家の意見 

アセスメント 

個別の支援計画と 

個別の指導計画作成 

 

コーディ

ネーター 

調整 

保護者 

相談・理解 

情報の収集 

教育相談 
学級担任 

教育相談担当 

特別支援 CO 

管理職 

各種検査 

（保護者の了承） 

巡回相談員

専門家チーム

等 

見直し 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  特別支援学校 特別支援教室 通級による指導 

視
覚
障
害 

 両眼の視力がおおむね 0.3未満のもの又

は視力以外の視機能障害が高度のもののう

ち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、

図形等の視覚による認識が不可能又は著し

く困難な程度のもの 

 拡大鏡等の使用によっても通常の文
字、図形等の視覚による認識が困難な
程度のもの 

 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形

等の視覚による認識が困難な程度の者で、通

常の学級での学習におおむね参加でき、一部

特別な指導を必要とするもの 

聴
覚
障
害 

 両耳の聴力レベルがおおむね 60デシベル

以上のもののうち、補聴器等の使用によって

も通常の話声を解することが不可能又は困

難な程度のもの 

 補聴器等の使用によっても通常の話
声を解することが困難な程度のもの 

 補聴器等の使用によっても通常の話声を解

することが困難な程度の者で、通常の学級で

の学習におおむね参加でき、一部特別な指導

を必要とするもの 

知
的
障
害 

一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎

通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助

を必要とする程度のもの 

 知的発達の遅滞があり、他人との意思
疎通に軽度の困難があり、日常生活を
営むのに一部援助を必要で、社会生活
への適応が困難である程度のもの 

  

二 知的障害の遅滞の程度が前号に掲げる

程度に達しないもののうち、社会生活への適

応が著しく困難なもの 

肢
体
不
自
由 

一 肢体不自由の状態が補装具の使用によ

っても歩行、筆記等日常生活における基本的

な動作が不可能又は困難な程度のもの 

 補装具によっても歩行や筆記等日常
生活における基本的な動作に軽度の困
難がある程度のもの 

 肢体不自由の程度が通常の学級
での学習におおむね参加でき、一部
特別な指導が必要とする程度のもの 

二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度

に達しないもののうち、常時の医学的観察指

導を必要とする程度のもの 

病
弱 

一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経

疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継

続して医療又は生活規制を必要とする程度

のもの 

一 慢性の呼吸器疾患、その他の疾患の状態が

持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必

要とする程度のもの 

 病弱又は身体虚弱の程度が、通常
の学級での学習におおむね参加で
き、一部特別な指導を必要とする程
度のもの 

二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を

必要とする程度のもの 

二 身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必

要とする程度のもの 

言
語
障
害 

  口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な

構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズ

ムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎

的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じ

る者（これらの障害が主として他の障害に起因す

る者でない者に限る。）で、その程度が著しいもの 

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能

的な構音障害のある者、吃音等話し言葉にお

けるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語

機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、そ

の他これに準じる者（これらの障害が主として

他の障害に起因する者でない者に限る。）で、

通常の学級での学習におおむね参加でき、一

部特別な指導を必要とする程度のもの 

自
閉
症
・情
緒
障
害 

  一 自閉症又はそれに類するもので、他人との意

思疎通及び対人関係の形成が困難である程度

のもの 

一 自閉症又はそれに類するもので、通常の学

級での学習におおむね参加でき、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん黙等

があるもので、社会生活への適応が困難である

程度のもの 

二 主として心理的な要因による選択性かん

黙等があるもので、通常の学級での学習にお

おむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの 

学
習
障
害 

    全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話

す、読む、書く、計算する又は推論する能力のう

ち特定のものの習得と使用に著しい困難を示

すもので、一部特別な指導を必要とする程度

のもの 

A
D

H
D

 

    年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝

動性・多動性が認められ、社会的な活動や学

業の機能に支障をきたすもので、一部特別な

指導を必要とする程度のもの 

根
拠 

学校教育法施行令第 22条の３ 
平成 25年 10月 4日付 25文科初第 756号初等中等教育局長通知「障害のある児童生徒等

に対する早期からの一貫した支援について」 

月 
幼児教育施設 小・中学校 教育委員会 

 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

 

・園内で支援が必要な子どもに

小学校と連携し、保護者の学校

見学などを調整する。 

 

 

 

 

・校内委員会で支援が必要な児童

生徒を把握し、次年度の教育支援委

員会への申請等を含め保護者への

情報提供をし、 

「就学支援申請引き継ぎ書」の提出 

 

 

・アンケート収集・課題分析 

・次年度に向けた「教育支援委

員会」「特別支援教育担当者

連絡会」の開催 

 

４月 

 

 

 

５月 

 

 

 

 

６月 

 

 

 

 

 

７月 

８月 

９月 

１０月 

 

 

１１月 

 

 

 

１２月 

 

１月 

 

２月 

 

３月 

・「個別の支援計画・指導計画」を

基に園長・担任・コーディネータ

ーで検討し、保護者と合意形成

を図り申請への同意を図る 

・保護者へ「就学支援保護者向け

説明会」について周知 

・保護者と連携して申請書の作成 

・調査・検査の日程調整、対応 

・巡回相談、専門家等と相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者との合意形成 

「保護者の意見書」提出 

 

 

・保護者との合意形成 

 

 

 

 

 

 

・「個別の教育支援計画・指導計

画」を基に校内支援員会で検討

し保護者との合意形成を図り申

請への同意を図る 

・保護者と連携して申請書の作成 

・調査・検査の日程調整、対応 

・巡回相談、専門家等と相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者との合意形成 

「保護者の意見書」提出 

 

 

・保護者との合意形成 

 

 

 

 

 

 

・就学支援申請「引き継ぎ書」の提出 

・就学支援申請の文書発送 

「就学支援保護者向け説明会の

案内」関係機関、保護者へ発送 

・「特別支援教育担当者連絡会」 

【４月２４日（水）】 

・「就学支援保護者向け説明会」 

【５月１４日（火）】 

・就学支援申請のための知能検

査〆切【小２～中２：５月３１日】 

・「教育支援委員会」 

【６月５日（水）】 

・就学支援申請のための知能検

査〆切【５歳・小１：６月１６日】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支援員申請の知能検査〆切 
   【小２～中２：１１月 29日】 
   【５歳・小１：１２月１3日】 

・「判定結果」通知 

・保護者との合意形成 

・県への申請（支援学校） 

・県への申請（通級教室） 

・県への申請（支援学級） 

・各校の支援学級数の決定 

 

 

申請期間【６月３日（月）～６月２８日（金）】 

※ ５歳児・小学校１年生のみ７月３１日（水）まで受付 

 

申請期間【５月１１日（月）～８月３１日（月）】 

 

 

◇「教育支援委員との面談」

【７月～８月】 
◇判定意見検討会 

① ９月１０日 
② ９月２６日 
③ １０月１６日 
④ １０月３０日 

措置替え申請締切【１０月３１日（木）】 

判定結果通知【１１月中旬～１２月上旬】 

県教育委員会より回答 

学びの場と障害（困難さ）の程度 令和６年度 就学申請にかかるスケジュール 

次年度予算案作成・計上 

【申請に必要な書類】 
① 様式１（対象者全員） 
② 様式２もしくは様式３（幼児教育施設は様式４） 
③ 心理検査（知能検査・発達検査 等） 
④ 診断書（※視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・言語） 
※療育手帳・精神手帳等保持している場合は提出 
※特別支援学校申請者は診断書が必須。 


